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一
　
は
じ
め
に

　
複
数
の
者
の
過
失
行
為
に
よ
り
、
犯
罪
の
結
果
が
発
生
し
た
場
合
、
行
為
者
全
員
に
対
し
結
果
発
生
の
刑
事
責
任
を
問
う
こ
と
が
で
き

る
の
か
。
韓
国
刑
法
第
三
〇
条（
1
）は「

二
人
以
上
が
共
同
し
て
罪
を
犯
し
た
場
合
に
お
い
て
は
各
自
を
そ
の
罪
の
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
」

と
し
、
共
同
正
犯
を
規
定
し
て
い
る
が
、
何
を
共
同
と
す
る
の
か
、
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
た
る
共
同
実
行
の
意
思
は
、
故
意
犯
の
み

に
認
め
ら
れ
る
の
か
、
そ
れ
と
も
過
失
犯
も
可
能
な
の
か
に
関
し
て
は
明
ら
か
で
は
な
く
、
そ
の
解
釈
は
学
説
や
判
例
に
委
ね
ら
れ
て
い

る
。
こ
の
点
に
つ
い
て
、
韓
国
の
初
期
の
判
例
は
「
過
失
に
お
い
て
は
意
思
連
絡
の
概
念
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
故
意
犯
の

よ
う
な
共
同
正
犯
は
成
立
し
得
な（
2
）い」
と
し
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
否
定
す
る
立
場
で
あ
っ
た
が
、
一
九
六
二
年
の
判
決
で
「
刑
法
第

三
○
条
の
『
共
同
し
て
罪
を
犯
し
た
場
合
』
に
い
う
『
罪
』
は
、
故
意
犯
か
過
失
犯
か
を
問
わ
な
い
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

よ
っ
て
、
共
同
正
犯
の
主
観
的
要
件
た
る
共
同
の
意
思
に
お
い
て
も
…
…
故
意
行
為
で
あ
れ
過
失
行
為
で
あ
れ
、
そ
の
行
為
を
共
同
す
る

意
思
で
あ
れ
ば
足
り（
3
）る」、

そ
し
て
、「
二
人
以
上
の
者
が
、
あ
る
過
失
行
為
を
互
い
の
意
思
連
絡
下
で
行
い
、
犯
罪
の
結
果
を
発
生
さ
せ

た
の
で
あ
れ
ば
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
」
と
し
、
従
来
の
過
失
犯
の
共
同
正
犯
否
定
説
か
ら
過
失
犯
の
共
同
正
犯

肯
定
説
へ
立
場
を
変
え
た
。
そ
れ
以
来
現
在
に
至
る
ま
で
、
判
例
は
過
失
犯
の
共
同
正
犯
肯
定
説
を
支
持
し
て
い（
4
）る。

　
こ
の
よ
う
に
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
認
め
る
場
合
、
そ
の
成
立
要
件
と
な
る
の
は
、
い
か
な
る
も
の
な
の
か
。「
二
人
以
上

の
者
が
あ
る
過
失
行
為
を
互
い
の
意
思
連
絡
下
で
行
い
犯
罪
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
」
場
合
に
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
い
う

前
記
の
判
決
文
に
鑑
み
る
と
、
判
例
は
お
そ
ら
く
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
「
意
思
連
絡
」
を
要
求
し
て
い
る
と
思
わ
れ

る
。

　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
特
徴
は
、
建
築
中
の
建
物
の
上
で
二
人
が
木
材
を
運
ぶ
途
中
、
不
注
意
に
よ
り
木
材
を
落
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と
し
、
建
物
の
下
に
い
た
通
行
人
に
怪
我
を
負
わ
せ
た
場
合
な
ど
の
過
失
共
同
正
犯
が
議
論
さ
れ
る
典
型
的
な
ケ
ー
ス
の
み
な
ら
ず
、
過

失
に
よ
り
起
き
た
列
車
の
脱
線
事
故
に
お
い
て
、
事
故
列
車
の
正
機
関
士
と
副
機
関
士
の（
5
）間、

そ
し
て
、
建
物
の
崩
壊
事
故
に
お
い
て
、

建
物
の
設
計
担
当
者
か
ら
施
工
担
当
者
、
ま
た
維
持
管
理
の
担
当
者
間
に
も
過
失
犯
の
共
同
正
犯
成
立
を
認
め
る
場（
6
）合が
あ
る
と
い
う
点

に
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
い
わ
ゆ
る
管
理
・
監
督
過
失
が
問
題
と
な
る
局
面
に
お
い
て
、
各
行
為
者
ら
が
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰

さ
れ
る
場
合
が
あ
る
。
判
例
は
、
過
失
行
為
者
間
の
距
離
が
近
い
場
合
、
二
人
の
話
し
合
い
や
暗
黙
の
同
意
な
ど
か
ら
意
思
連
絡
を
認
め

て
い
る
。
一
方
、
建
物
の
設
計
・
施
工
・
維
持
管
理
の
よ
う
に
各
行
為
者
が
そ
れ
ぞ
れ
異
な
る
段
階
で
関
与
し
、
行
為
者
ら
の
距
離
も
遠

い
場
合
に
は
『
共
同
の
目
標
』
と
い
う
概
念
を
用
い
行
為
者
間
の
意
思
連
絡
を
認
め
て
い
る
。
し
か
し
、
意
思
連
絡
を
こ
の
よ
う
に
判
断

す
る
判
例
の
見
解
は
妥
当
で
あ
ろ
う
か
。

　
こ
の
よ
う
な
問
題
意
識
の
下
、
以
下
に
お
い
て
は
、
判
例
が
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
て
い
る
事
案
を
二
つ
に
分
け
て
検
討
を
行
う
。

ま
ず
、
行
為
者
相
互
の
距
離
が
近
接
し
て
お
り
、
直
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
る
事
案
類
型
で
あ
る
。
こ
の
類
型

で
は
、
判
例
上
、
二
人
の
話
し
合
い
や
暗
黙
の
同
意
で
意
思
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
具
体
例
と
し
て
は
、
自
動
車
の
運
転
中

に
過
失
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
け
る
運
転
者
と
同
席
者
の
刑
事
責
任
を
問
う
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。

　
次
に
、
行
為
者
ら
が
異
な
る
段
階
で
関
与
し
て
お
り
、
か
つ
、
行
為
者
相
互
の
距
離
が
離
れ
て
い
る
た
め
、
直
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー

シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
案
類
型
で
あ
る
。
こ
の
類
型
で
は
、
判
例
上
、「
共
同
の
目
標
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
意
思
連
絡

が
認
め
ら
れ
る
こ
と
が
多
い
。
具
体
例
と
し
て
は
、
建
物
の
崩
壊
事
故
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
、
建
物
の
設
計
・
施
工
・
維
持
・
管

理
な
ど
に
関
わ
っ
た
行
為
者
間
に
刑
事
責
任
を
問
う
事
例
が
挙
げ
ら
れ
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
こ
れ
ら
の
事
案
類
型
に
お
い
て
判
例

が
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
を
肯
定
し
た
事
例
と
、
否
定
し
た
事
例
を
詳
細
に
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
例
が
過
失
犯
の
共
同
正
犯

に
お
け
る
意
思
連
絡
を
ど
の
よ
う
に
把
握
し
て
い
る
の
か
を
導
き
出
す
こ
と
を
目
的
と
し
た
い
。
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二
　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
関
す
る
初
期
の
判
例

㈠
　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
判
例
（
い
わ
ゆ
る
「
太
信
号
事（

7
）件」）

1
　
事
案
の
概
要

　
旅
客
船
太
信
号
で
勤
務
し
て
い
る
船
長
Ａ
と
事
務
部
員
Ｂ
（
Ｂ
は
船
舶
の
灯
火
取
締
責
任
者
で
あ
る
：
筆
者
注
）
は
、
二
〇
時
頃
釡ぷ

山さ
ん

を
出

航
し
、
目
的
地
の
濾よ

水す

へ
向
か
っ
て
い
た
。
Ｂ
は
、
出
航
の
翌
日
の
深
夜
三
時
頃
、
港
へ
入
港
届
を
提
出
す
る
た
め
、
乗
務
員
室
か
ら
三

等
客
室
の
入
口
ま
で
出
た
。
そ
の
際
、
Ｂ
は
、
客
室
の
入
口
に
掛
け
ら
れ
て
い
る
荷
役
ラ
ン
プ
が
消
え
て
い
る
こ
と
に
気
が
つ
き
、
販
売

員（
8
）Ｃに
、
荷
役
ラ
ン
プ
へ
給
油
し
、
灯
り
を
と
も
す
よ
う
に
指
示
し
た
。
Ｃ
は
、
Ｂ
の
指
示
に
従
い
、
一
畳
あ
ま
り
の
狭
い
船
員
室
で
、

薄
明
か
り
の（
9
）中、
漏
斗
を
使
わ
ず
に
缶
詰
用
の
空
き
缶
か
ら
直
接
ラ
ン
プ
に
油
を
入
れ
た
。
そ
の
際
、
こ
ぼ
れ
た
油
が
畳
に
滲
ん
で
し

ま
っ
た
が
、
Ｃ
は
滲
ん
だ
油
を
拭
か
ず
ラ
ン
プ
へ
火
を
付
け
た
た
め
、
ラ
ン
プ
周
り
の
油
に
引
火
し
た
。
慌
て
た
Ｃ
が
こ
れ
を
吹
き
消
そ

う
と
は
し
た
が
、
火
は
消
え
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
消
火
活
動
の
過
程
で
手
に
火
傷
を
負
っ
た
Ｃ
が
ラ
ン
プ
を
船
員
室
の
畳
に
落
と
し
た

結
果
、
さ
ら
に
火
が
広
が
り
、
乗
務
員
室
、
昇
降
口
、
三
等
客
室
天
井
及
び
船
窓
一
部
が
燃
え
た
。
本
件
火
災
事
故
に
よ
り
、
昇
降
口
か

ら
避
難
す
る
過
程
で
、
乗
客
二
二
人
が
火
傷
を
し
た
。
Ｂ
は
、
う
ろ
た
え
て
乗
客
の
救
助
に
は
思
い
至
ら
ず
貨
物
の
救
助
に
没
頭
し
た
。

一
方
、
Ａ
は
、
三
等
客
室
か
ら
火
が
燃
え
上
が
る
の
を
み
て
、
船
倉
の
貨
物
に
火
が
移
る
と
、
機
関
室
ま
で
引
火
し
、
船
体
が
爆
発
す
る

恐
れ
が
あ
る
と
思
い
、
貨
物
の
燃
焼
防
止
だ
け
に
尽
力
し
た
。
そ
し
て
、
Ａ
は
、
貨
物
の
燃
焼
を
防
止
す
る
目
的
で
、
Ｂ
に
、
三
等
客
室

か
ら
の
唯
一
の
出
入
口
を
閉
鎖
す
る
よ
う
と
指
示
し
た
。
そ
の
結
果
、
船
室
内
の
乗
客
等
は
、
一
酸
化
炭
素
中
毒
に
よ
り
死
亡
し
た
。
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2
　
訴
訟
の
経
過

　
検
察
官
は
、
本
件
火
災
の
直
接
の
原
因
を
起
こ
し
た
Ｃ
と
、
Ｂ
、
そ
し
て
Ａ
を
そ
れ
ぞ
れ
業
務
上
失
火
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
）
10
（

罪
等

で
起
訴
し
）
11
（
た
。
原
審
は
、
Ｃ
に
関
し
て
は
、
業
務
上
失
火
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
を
認
め
、
Ａ
と
Ｂ
に
は
業
務
上
失
火
罪
と
業
務
上

過
失
致
死
傷
罪
双
方
に
つ
き
無
罪
判
決
を
下
し
た
。
原
審
判
決
に
対
し
、
検
察
官
は
上
告
し
た
。

3
　
判
決
要
旨

　
大
法
院
）
12
（
は
、
事
務
部
員
Ｂ
に
対
し
て
は
、
業
務
上
失
火
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
を
認
め
た
が
、
Ａ
に
対
し
て
は
業
務
上
過
失
致
死

傷
罪
の
み
有
罪
を
認
め
、
業
務
上
失
火
罪
に
関
し
て
は
無
罪
判
決
を
下
し
た
。
大
法
院
は
、
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
成
否
に
関
し
て
は
、

「
事
実
関
係
上
、
Ａ
と
Ｂ
が
火
災
発
生
直
後
、
人
命
救
助
の
た
め
様
々
な
注
意
義
務
を
尽
く
し
た
と
は
い
え
な
い
」
と
し
、
原
審
の
無
罪

判
決
を
破
棄
し
た
。
業
務
上
失
火
罪
に
関
し
て
は
、
Ｂ
に
対
し
、「
運
航
業
務
上
灯
火
取
締
り
に
関
す
る
直
接
責
任
者
と
し
て
任
命
さ
れ

て
い
る
点
、
Ｃ
が
缶
の
よ
う
な
不
安
全
な
も
の
で
給
油
を
行
っ
て
き
た
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
放
置
し
た
点
、
本
人
が
直
接
に
灯
火
の
整

備
を
行
わ
ず
、
船
員
で
も
な
い
未
成
年
た
る
Ｃ
に
灯
火
関
連
業
務
を
任
せ
た
点
」
な
ど
を
挙
げ
、
業
務
上
失
火
罪
の
注
意
義
務
違
反
が
あ

る
と
し
、
Ｂ
に
業
務
上
失
火
罪
を
認
め
）
13
（
た
。
一
方
、
Ａ
に
関
し
て
は
、「
船
長
は
、
部
下
船
員
た
る
Ｂ
に
対
す
る
職
務
上
の
指
揮
監
督
と

い
う
行
政
上
の
責
任
は
あ
る
と
は
い
え
、
灯
火
取
締
り
に
関
す
る
直
接
な
責
任
者
で
は
な
い
。
そ
の
（
灯
火
取
締
り
に
関
す
る
：
筆
者
注
）

責
任
は
、
す
べ
て
Ｂ
に
あ
る
。
よ
っ
て
、
も
し
、
船
長
Ａ
に
過
失
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ
は
指
揮
監
督
を
怠
慢
し
た
行
政
上
の
過
失
に

過
ぎ
な
い
」
と
し
、
業
務
上
失
火
罪
の
注
意
義
務
違
反
を
否
定
、
無
罪
を
宣
告
し
）
14
（

た
。

　
な
お
大
法
院
は
、「
過
失
に
お
い
て
は
意
思
連
絡
の
概
念
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
故
意
犯
の
よ
う
な
共
同
正
犯
は
成
立
し

得
な
い
。
ま
た
、
過
失
犯
に
教
唆
・
幇
助
も
成
立
し
得
な
い
」
と
し
、
業
務
上
失
火
罪
に
関
す
る
Ａ
と
Ｂ
の
共
同
正
犯
が
成
立
し
得
な
い

と
判
断
し
た
。
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4
　
本
判
決
の
意
義

　
本
判
決
は
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
概
念
自
体
を
否
定
し
た
唯
一
の
裁
判
例
で
あ
）
15
（

る
。
大
法
院
は
、「
過
失
に
お
い
て
は
意
思
連
絡
の
概

念
を
論
じ
る
こ
と
が
で
き
な
い
た
め
、
故
意
犯
の
よ
う
な
共
同
正
犯
は
成
立
し
得
な
い
。
ま
た
、
過
失
犯
に
教
唆
・
幇
助
も
成
立
し
得
な

い
」
と
し
、
共
同
正
犯
は
故
意
犯
の
み
成
立
す
る
と
い
う
見
解
を
明
ら
か
に
し
た
。
但
し
、
本
事
案
は
、
最
初
か
ら
過
失
共
同
正
犯
の
成

否
を
直
接
に
検
討
し
た
判
決
で
は
な
い
。
Ａ
と
Ｂ
に
は
、
失
火
に
関
す
る
意
思
連
絡
の
行
為
が
存
在
し
て
お
ら
ず
、
行
為
者
間
の
意
思
連

絡
の
有
無
は
事
案
解
決
に
不
必
要
な
一
般
論
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
判
例
は
Ａ
と
Ｂ
間
の
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
を
正

面
か
ら
扱
う
必
要
が
な
く
、
本
判
決
が
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
否
に
関
す
る
直
接
の
先
例
で
あ
っ
た
と
は
言
い
難
）
16
（

い
。
と
は
い
え
、
判
例

が
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
に
つ
き
、
意
思
連
絡
を
検
討
す
る
と
い
う
点
を
明
ら
か
に
し
た
こ
と
に
お
い
て
は
意
味
を
持
つ
判
決
で
あ
る
。

㈡
　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
最
初
に
認
め
た
判
例
（
い
わ
ゆ
る
「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
事

）
17
（件

」）

1
　
事
案
の
概
要

　
荷
主
Ａ
は
、
Ｂ
の
運
転
す
る
貨
物
ト
ラ
ッ
ク
に
）
18
（
薪
を
積
ん
で
、
目
的
地
へ
向
か
い
な
が
ら
、
も
し
途
中
で
警
察
署
支
署
や
検
問
所
の
前

を
通
過
す
る
こ
と
に
な
っ
た
ら
、
停
車
せ
ず
そ
の
場
を
通
過
す
る
よ
う
に
と
言
っ
た
。
当
日
、
二
三
時
頃
、
両
人
は
検
問
所
の
前
を
通
過

す
る
こ
と
に
な
っ
た
。
当
検
問
所
の
前
で
警
官
甲
に
よ
る
停
止
信
号
を
み
た
Ｂ
が
、
車
を
止
め
る
た
め
減
速
す
る
と
、
Ａ
が
Ｂ
に
「
い
や
、

こ
の
ま
ま
行
こ
う
」
と
言
い
出
し
た
。
検
問
の
た
め
警
官
が
近
づ
い
た
時
、
突
然
同
車
が
逃
走
し
よ
う
と
し
た
た
め
、
甲
は
ト
ラ
ッ
ク
の

ド
ア
の
足
踏
み
場
に
上
っ
て
同
車
の
疾
走
を
制
止
し
よ
う
と
し
た
。
し
か
し
、
Ｂ
が
車
を
止
め
ず
疾
走
し
た
結
果
、
甲
は
検
問
所
か
ら
約

一
五
〇
メ
ー
ト
ル
地
点
で
転
落
し
、
同
車
に
轢
か
れ
死
亡
し
た
。

2
　
訴
訟
の
経
過

　
検
察
官
は
、
荷
主
Ａ
と
運
転
士
Ｂ
を
業
務
上
過
失
致
死
罪
の
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
し
た
。
一
審
は
、
Ａ
・
Ｂ
両
人
に
刑
事
責
任
を
認
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め
、
Ａ
に
禁
錮
六
カ
月
の
刑
を
言
い
渡
し
）
19
（
た
。
Ａ
の
控
訴
に
対
し
、
二
審
は
、「
過
失
犯
に
お
い
て
運
転
士
、
又
は
、
助
手
で
も
な
い
被

告
人
を
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
し
た
こ
と
自
体
が
不
当
で
あ
り
…
…
（
中
略
）
…
…
被
告
人
に
は
過
失
、
又
は
、
認
識
あ
る
過
失
さ
え
認

め
ら
れ
な
い
た
め
、
本
件
被
告
人
Ａ
は
、
犯
罪
に
当
た
ら
な
い
、
若
し
く
は
、
犯
罪
の
証
明
が
な
い
場
合
に
帰
）
20
（
着
」
す
る
と
し
、
Ａ
に
無

罪
判
決
を
下
し
た
。
検
察
側
は
、
運
転
士
、
又
は
、
助
手
で
も
な
い
被
告
人
を
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
し
た
自
体
が
不
当
で
あ
る
と
い
う

二
審
の
判
断
に
つ
い
て
、「
被
告
人
Ａ
に
業
務
に
関
す
る
身
分
が
な
い
と
し
て
も
、
共
犯
（
共
同
正
犯
）
と
し
て
、
業
務
上
過
失
致
死
の

刑
事
責
任
が
あ
る
」
と
し
上
告
し
た
。

3
　
判
決
要
旨

　
運
転
士
の
Ｂ
に
対
し
「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
」
と
い
っ
た
Ａ
の
刑
事
責
任
に
関
し
、
大
法
院
は
、「
刑
法
第
三
〇
条
の
『
共
同
し
て
罪
を

犯
し
た
場
合
』
に
い
う
『
罪
』
は
、
故
意
犯
か
過
失
犯
か
を
問
わ
な
い
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ
て
、
共
同
正
犯
の
主
観
的

要
件
た
る
共
同
の
意
思
も
故
意
を
共
同
す
る
意
思
を
必
要
と
す
る
の
で
は
な
く
、
故
意
行
為
で
あ
れ
過
失
行
為
で
あ
れ
、
そ
の
行
為
を
共

同
す
る
意
思
で
あ
れ
ば
足
り
る
と
解
釈
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
二
人
以
上
の
者
が
、
あ
る
過
失
行
為
を
互
い
の
意
思
連
絡
下
で
行
い
、

犯
罪
の
結
果
を
発
生
さ
せ
た
の
で
あ
れ
ば
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
で
あ
る
。
記
録
に
よ
る
と
、
本
件
事
故
で
被
告
人
は
、

原
審
共
同
被
告
人
と
の
意
思
連
絡
下
で
警
官
の
検
問
に
応
じ
ず
ト
ラ
ッ
ク
を
疾
走
さ
せ
た
こ
と
が
明
ら
か
で
あ
る
」
と
し
、
荷
主
Ａ
に
過

失
致
死
傷
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

4
　
本
判
決
の
意
義

　
本
判
決
は
、
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
た
最
初
の
判
決
で
あ
る
。
こ
こ
で
、
本
判
決
と
（
過
失
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
）
太
信
号
事
件
の
関

係
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
れ
ば
よ
い
の
か
が
問
題
と
な
る
。
も
し
、
両
判
決
が
過
失
共
同
正
犯
に
関
す
る
判
例
の
立
場
を
公
式
的
に
表
明
し

た
も
の
で
あ
れ
ば
、
太
信
号
事
件
か
ら
見
解
を
変
え
た
「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
事
件
」
は
全
員
合
議
体
の
議
決
を
通
さ
な
け
れ
ば
な
ら
な
）
21
（

い

の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
問
題
を
解
決
す
る
に
は
次
の
二
つ
の
方
法
が
あ
る
。
ま
ず
、「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
事
件
」
が
判
例
変
更
手
続
き
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を
ふ
ま
な
か
っ
た
こ
と
を
指
摘
す
る
こ
と
で
あ
）
22
（
る
。
次
に
、
そ
も
そ
も
両
判
決
が
矛
盾
し
な
い
と
理
解
す
る
方
法
が
あ
ろ
）
23
（
う
。
私
見
と
し

て
は
、
太
信
号
事
件
は
（
前
記
で
検
討
し
た
よ
う
に
）
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
正
面
か
ら
検
討
し
た
判
決
で
は
な
い
と
理
解
し
て
い
る
た
め
、

過
失
共
同
正
犯
の
成
立
の
可
否
に
関
す
る
判
例
の
公
式
的
立
場
表
明
は
、「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
事
件
」
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
説
明
す
る

の
が
妥
当
で
あ
る
と
思
）
24
（
う
。

三
　
自
動
車
運
転
中
の
事
故
に
お
け
る
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
判
断

　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
議
論
さ
れ
る
典
型
的
な
ケ
ー
ス
と
し
て
は
、
運
転
中
に
発
生
し
た
過
失
事
故
（
以
下
、
運
転
事
件
と
い
う
）
が
挙

げ
ら
れ
る
。
運
転
事
故
が
発
生
し
た
場
合
、
直
接
車
を
運
転
し
た
者
の
責
任
は
比
較
的
容
易
に
認
め
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
運
転

手
と
一
緒
に
飲
酒
を
し
た
同
乗
者
や
車
を
疾
走
さ
せ
る
こ
と
に
つ
い
て
話
し
合
っ
た
同
乗
者
の
行
為
か
ら
、
業
務
上
過
失
傷
害
罪
や
、
業

務
上
過
失
致
死
罪
の
責
任
を
問
う
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
そ
こ
で
、
判
例
は
、
運
転
事
故
に
お
い
て
、
運
転
手
と
同
乗
者
に
意
思
連
絡

が
あ
る
と
思
わ
れ
る
場
合
、
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
処
罰
す
る
。
以
下
に
お
い
て
は
、
運
転
事
故
に
お
い
て
、
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
し

た
場
合
と
否
定
し
た
場
合
を
比
較
・
検
討
す
る
こ
と
に
よ
り
、
判
例
が
、
運
転
手
と
同
乗
者
間
の
意
思
連
絡
の
有
無
を
ど
の
よ
う
に
判
断

し
て
い
る
の
か
明
ら
か
に
す
る
。

㈠
　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
肯
定
し
た
判
例

1
　
運
転
兵
の
飲
酒
運
転
事
）
25
（
故

　
先
任
搭
乗
者
は
運
転
兵
の
安
全
運
転
を
監
督
す
る
責
任
者
の
立
場
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
む
し
ろ
運
転
兵
と
一
緒
に
飲
酒
し
、
運

転
を
任
せ
た
結
果
、
運
転
兵
の
飲
酒
運
転
に
よ
る
車
の
衝
突
事
故
が
発
生
し
た
。
先
任
搭
乗
者
の
刑
事
責
任
に
関
し
、
大
法
院
は
「
先
任
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搭
乗
者
は
、
運
転
兵
の
安
全
運
行
を
監
督
す
る
責
任
者
で
あ
る
た
め
、
運
転
兵
が
車
両
を
飲
酒
運
転
し
た
ら
、
こ
れ
を
積
極
的
に
停
止
す

る
だ
け
で
は
な
く
、
同
人
が
安
全
運
転
が
可
能
な
ぐ
ら
い
酔
い
が
醒
め
る
ま
で
運
転
を
さ
せ
な
い
注
意
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず

…
…
」
と
し
、
先
任
搭
乗
者
に
注
意
義
務
違
反
が
あ
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。
ま
た
、「
上
記
の
運
転
兵
は
、
飲
酒
に
よ
り
、
反
対
車
線
車

両
の
ヘ
ッ
ド
ラ
イ
ト
に
め
ま
い
が
し
、
前
後
左
右
を
き
ち
ん
と
把
握
す
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
た
め
本
件
事
故
が
発
生
し
た
」
と
し
、

本
事
件
の
原
因
が
飲
酒
で
あ
る
こ
と
を
明
ら
か
に
し
た
。
そ
し
て
、「
刑
法
第
三
〇
条
の
『
共
同
し
て
罪
を
犯
し
た
場
合
』
の
『
罪
』
と

は
故
意
犯
・
過
失
犯
を
問
わ
な
い
。
よ
っ
て
、
二
人
以
上
が
あ
る
過
失
行
為
を
互
い
の
意
思
連
絡
下
で
行
い
犯
罪
と
な
る
結
果
を
発
生
さ

せ
た
の
で
あ
れ
ば
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
」
す
る
と
し
、
運
転
兵
と
一
緒
に
飲
酒
し
た
先
任
搭
乗
者
に
、
業
務
上
過
失
軍
用
物
損

壊
）
26
（
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

2
　
列
車
衝
突
事
）
27
（

故

　
目
的
地
へ
向
か
っ
て
い
る
特
急
列
車
が
、
踏
切
場
に
捨
て
ら
れ
て
い
る
バ
イ
ク
に
衝
突
し
た
。
列
車
の
正
機
関
士
は
副
機
関
士
と
話
し

合
い
、
統
制
室
に
連
絡
せ
ず
に
事
故
現
場
収
拾
を
つ
け
る
こ
と
に
し
て
、
列
車
を
ゆ
っ
く
り
と
退
行
さ
せ
た
。
そ
の
時
、
後
ろ
か
ら
安
全

信
号
を
無
視
し
高
速
で
事
故
現
場
へ
入
っ
て
く
る
急
行
列
車
と
衝
突
し
、
五
六
人
が
死
亡
、
二
四
四
人
が
負
傷
し
た
。
こ
の
事
故
で
は
、

列
車
の
退
行
に
関
し
正
機
関
士
と
話
し
合
っ
た
副
機
関
士
の
刑
事
責
任
が
問
題
と
な
っ
た
。
大
法
院
は
、「
共
同
正
犯
は
、
故
意
犯
・
過

失
犯
を
問
わ
ず
、
意
思
の
連
絡
が
あ
れ
ば
該
当
」
す
る
と
述
べ
た
上
、「
被
告
人
は
、
正
機
関
士
の
指
揮
監
督
下
の
副
機
関
士
で
あ
る
が
、

本
事
件
列
車
の
退
行
に
つ
き
、
互
い
に
相
論
・
同
意
し
た
以
上
、
そ
の
行
為
に
過
失
が
あ
れ
ば
過
失
の
責
任
を
免
れ
る
こ
と
は
で
き
な
い
。

ま
た
、
本
事
件
の
退
行
行
為
に
は
、
原
判
示
通
り
、
適
切
な
措
置
を
取
ら
ず
行
っ
た
業
務
上
の
過
失
が
あ
る
た
め
」
と
し
、
副
機
関
士
に

業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
及
び
業
務
上
汽
車
転
覆
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
。
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㈡
　
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
判
例

1
　
先
任
搭
乗
者
同
乗
事
）
28
（

故

　
先
任
搭
乗
者
Ａ
の
指
示
に
よ
り
、
運
転
兵
Ｂ
が
鉄
道
線
）
29
（

路
を
無
断
横
断
す
る
際
、
運
転
兵
の
運
転
技
術
が
未
熟
だ
っ
た
こ
と
に
よ
り
前

輪
が
排
水
路
に
落
ち
た
。
そ
の
際
、
線
路
に
は
み
出
し
た
車
両
の
一
部
が
、
そ
こ
を
通
過
す
る
貨
物
列
車
と
衝
突
、
車
が
損
壊
し
た
。
原

審
で
）
30
（

は
、
線
路
の
無
断
横
断
を
指
示
し
た
先
任
搭
乗
者
の
刑
事
責
任
が
問
わ
れ
た
。
原
審
は
、「
被
告
人
が
運
転
兵
に
本
件
線
路
の
無
断

横
断
を
指
示
し
、
そ
れ
に
従
い
線
路
を
通
過
し
た
事
実
が
あ
る
と
し
て
も
、
無
断
横
断
の
行
為
自
体
が
鉄
路
法
の
違
反
行
為
で
は
な
い
こ

と
に
鑑
み
る
と
、
被
告
人
が
本
件
事
故
結
果
を
容
易
に
予
見
で
き
た
と
は
思
わ
れ
な
い
。
よ
っ
て
、
被
告
人
の
先
任
搭
乗
者
と
し
て
安
全

運
行
を
監
督
す
る
義
務
を
怠
っ
た
点
に
関
す
る
責
任
追
及
は
別
論
と
し
て
、
被
告
人
と
Ｂ
と
の
間
に
不
注
意
運
転
に
対
す
る
相
互
意
思
連

絡
や
本
件
結
果
に
直
接
繫
が
る
他
の
原
因
行
為
を
相
互
共
同
し
た
と
は
い
え
な
い
」
と
し
、
Ａ
に
無
罪
判
決
を
下
し
た
。

　
一
方
、
大
法
院
で
は
「
事
実
関
係
を
み
る
と
、
帰
隊
中
、
運
転
兵
の
運
転
不
注
意
に
よ
り
、
線
路
辺
の
排
水
路
に
車
の
前
輪
が
落
ち
、

当
時
そ
の
場
を
通
過
す
る
貨
物
列
車
と
衝
突
、
車
が
損
壊
さ
れ
た
事
件
で
あ
る
。
本
損
壊
の
結
果
は
、
Ａ
が
事
故
地
点
を
横
断
す
る
よ
う

に
Ｂ
に
指
示
し
た
過
失
に
よ
る
の
で
は
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
が
運
転
兵
を
指
揮
・
監
督
す
る
責
任
者
と
い
う
こ
と
が
、
直
ち
に
、
損
壊

結
果
に
関
す
る
共
同
過
失
へ
繫
が
る
も
の
で
は
な
い
」
と
し
、
Ａ
の
無
罪
判
決
を
宣
告
し
た
。

2
　
同
乗
者
事
）
31
（

故

　
運
転
中
の
Ａ
は
、
急
な
頭
痛
及
び
寒
気
を
感
じ
、
正
常
な
運
転
が
困
難
な
状
態
に
な
っ
た
。
そ
の
時
、
同
乗
し
て
い
た
、
本
件
車
の
所

有
者
で
あ
り
、
普
段
か
ら
運
転
の
経
験
も
あ
る
Ｂ
）
32
（
が
、
自
分
が
Ａ
の
代
わ
り
に
運
転
す
る
と
言
い
出
し
、
Ａ
は
Ｂ
と
運
転
を
代
わ
り
、
そ

の
後
、
Ａ
は
Ｂ
の
運
転
を
放
置
し
た
。
Ｂ
は
運
転
中
坂
を
下
る
時
、
減
速
せ
ず
に
進
行
し
た
結
果
、
坂
下
の
道
路
を
横
断
し
て
い
た
歩
行

者
を
轢
き
、
傷
害
を
負
わ
せ
た
。
Ａ
と
Ｂ
は
業
務
上
過
失
致
傷
罪
の
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
さ
れ
た
。
Ａ
の
刑
事
責
任
に
関
し
大
法
院
は
、
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「
頭
痛
や
寒
気
を
感
じ
る
状
況
の
Ａ
が
、
Ｂ
に
対
し
、
雨
後
の
道
路
の
滑
り
や
す
さ
に
備
え
る
こ
と
を
注
意
し
た
り
、
下
り
坂
で
の
運
転

上
の
注
意
義
務
を
教
示
し
な
か
っ
た
り
し
た
こ
と
が
、
Ｂ
の
運
転
上
の
過
失
行
為
に
関
す
る
相
互
意
思
連
絡
で
あ
る
と
は
認
め
ら
れ
な
い
。

ま
た
、
上
記
の
よ
う
な
状
況
で
、
Ａ
が
Ｂ
の
運
転
行
為
を
阻
止
し
な
か
っ
た
原
因
行
為
は
、
Ｂ
の
運
転
上
の
不
注
意
に
よ
る
本
事
件
結
果

ま
で
に
は
及
ば
な
い
」
と
し
、
無
罪
判
決
を
下
し
た
。

㈢
　
小
　
括

　
運
転
事
件
に
お
い
て
、
判
例
が
関
係
者
間
の
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
の
た
め
検
討
し
て
い
る
こ
と
は
、
過
失
に
よ
る
結
果
が
発
生
し
た

ら
そ
の
結
果
発
生
に
関
係
す
る
直
接
の
原
因
行
為
を
、
互
い
の
意
思
連
絡
下
で
行
う
こ
と
で
あ
る
。
前
記
で
検
討
し
た
過
失
肯
定
例
と
否

定
例
の
判
例
な
ど
を
総
合
し
て
み
る
と
、
判
例
は
、
過
失
犯
の
結
果
が
発
生
す
る
と
（
結
果
の
発
生
）、
そ
こ
か
ら
遡
り
、
結
果
発
生
に
最

も
直
接
の
影
響
を
与
え
た
行
為
は
何
か
を
探
る
（
結
果
発
生
の
直
接
原
因
行
為
の
特
定
）。
そ
し
て
、
そ
の
よ
う
に
特
定
さ
れ
た
原
因
行
為
に
、

過
失
行
為
者
間
の
意
思
連
絡
が
あ
っ
た
か
ど
う
か
を
検
討
す
る
（
意
思
連
絡
の
有
無
の
判
断
）。
こ
こ
で
の
意
思
連
絡
は
、
積
極
的
な
賛
成

の
意
思
を
示
す
こ
と
は
要
ら
ず
、
原
因
行
為
を
一
緒
に
す
る
と
い
う
認
識
、
又
は
、
認
容
の
程
度
で
あ
れ
ば
足
り
る
。
こ
れ
を
前
記
で
検

討
し
た
判
例
に
照
ら
し
て
検
討
す
る
と
次
の
よ
う
に
な
る
。

　
運
転
兵
の
飲
酒
運
転
事
件
で
判
例
は
、
ま
ず
、
業
務
上
軍
用
物
損
壊
と
い
う
結
果
（
結
果
の
発
生
）
に
つ
き
、
そ
の
原
因
行
為
が
「
飲

酒
」
で
あ
る
こ
と
を
特
定
す
る
（
結
果
発
生
の
直
接
原
因
行
為
の
特
定
）。
そ
し
て
、
先
任
搭
乗
者
が
運
転
兵
と
一
緒
に
酒
を
飲
ん
だ
こ
と
で
、

直
接
原
因
た
る
飲
酒
行
為
へ
の
互
い
の
意
思
連
絡
が
あ
る
と
し
（
意
思
連
絡
の
肯
定
）
両
者
間
の
過
失
共
同
正
犯
を
肯
定
す
る
。
ま
た
、

列
車
衝
突
事
故
事
件
で
は
、
事
故
発
生
の
直
接
の
原
因
た
る
行
為
が
、
列
車
の
退
行
行
為
で
あ
る
と
特
定
し
、
そ
の
列
車
の
退
行
行
為
を

正
機
関
士
と
副
機
関
士
が
話
し
合
っ
て
行
っ
た
こ
と
で
、
両
者
に
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
た
。
こ
の
よ
う
な
判
例
の
見
解
は
、
行
為
者
間

に
過
失
の
共
同
正
犯
を
否
定
し
た
例
に
お
い
て
も
明
ら
か
で
あ
る
。
大
法
院
は
、
先
任
搭
乗
者
同
席
事
件
で
、
軍
用
物
損
壊
の
直
接
の
原
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因
を
「
運
転
兵
の
運
転
未
熟
」
で
あ
る
と
判
断
し
た
。
す
な
わ
ち
、
先
任
搭
乗
者
が
合
意
し
た
こ
と
は
「
線
路
を
渡
る
こ
と
」
で
あ
り
、

運
転
兵
の
運
転
未
熟
と
い
う
結
果
発
生
の
直
接
の
原
因
に
関
し
て
は
互
い
の
意
思
連
絡
を
認
め
な
か
っ
た
。
同
様
に
、
判
例
は
、
同
乗
者

事
件
で
も
、
事
故
発
生
の
主
な
原
因
行
為
を
、「
Ｂ
の
運
転
上
の
不
注
意
」
と
し
、
Ａ
に
、
仮
に
Ｂ
の
無
免
許
運
転
を
一
緒
に
す
る
と
い

う
認
識
が
あ
っ
た
と
し
て
も
、
互
い
が
合
意
し
た
無
免
許
運
転
は
、
結
果
発
生
に
影
響
を
及
ば
な
い
と
説
明
す
）
33
（
る
。

　
運
転
事
件
の
場
合
、
運
転
手
と
同
乗
者
は
距
離
的
に
近
接
し
、
互
い
の
意
思
連
絡
が
非
常
に
容
易
な
状
況
で
あ
る
た
め
、
あ
る
特
定
の

行
為
に
合
意
す
る
こ
と
が
可
能
で
あ
る
。
ま
た
、
事
故
の
原
因
た
る
運
転
行
為
を
具
体
的
に
特
定
す
る
こ
と
は
容
易
で
あ
る
。
こ
の
点
、

意
思
連
絡
と
原
因
行
為
の
具
体
的
特
定
の
容
易
さ
に
つ
い
て
は
後
述
す
る
建
設
の
崩
壊
や
コ
ン
サ
ー
ト
の
進
行
中
発
生
し
た
大
規
模
事
故

と
区
別
さ
れ
る
特
徴
で
あ
る
。

四
　
建
物
の
崩
壊
事
故
に
お
け
る
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
成
立
判
断

　
判
例
が
、
過
失
行
為
者
間
の
過
失
共
同
正
犯
を
検
討
す
る
も
う
一
つ
の
類
型
と
し
て
、
手
抜
き
工
事
な
ど
の
原
因
に
よ
り
建
物
の
崩
壊

事
故
（
以
下
、
建
設
事
件
と
い
う
）
が
発
生
し
た
場
合
が
あ
）
34
（

る
。
す
な
わ
ち
、
建
物
の
設
計
、
施
工
、
維
持
及
び
管
理
な
ど
の
各
段
階
で
の

過
失
行
為
が
存
在
し
、
建
物
の
崩
壊
と
い
う
過
失
結
果
が
発
生
し
た
場
合
に
、
韓
国
の
判
例
で
は
、
行
為
者
間
の
過
失
共
同
正
犯
の
成
否

が
検
討
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
前
記
の
運
転
事
件
と
は
異
な
り
、
こ
の
よ
う
な
事
件
は
、
各
行
為
者
が
参
加
す
る
段
階
が
異
な
り
、
か

つ
、
行
為
者
相
互
の
距
離
が
離
れ
て
い
る
た
め
、
直
ち
に
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
を
取
る
こ
と
が
で
き
な
い
事
案
類
型
で
あ
る
。
こ
の
類

型
に
関
し
て
、
判
例
は
、「
共
同
の
目
標
」
と
い
う
概
念
を
用
い
て
意
思
連
絡
を
認
め
る
こ
と
を
試
み
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。
以
下
に
お

い
て
は
、
建
設
事
件
に
お
い
て
、
判
例
が
認
め
る
「
共
同
の
目
標
」
と
は
何
か
と
い
う
こ
と
を
確
認
し
、「
共
同
の
目
標
」
が
過
失
共
同

正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
ど
の
よ
う
な
意
味
を
持
つ
の
か
検
討
を
行
う
。



過失犯の共同正犯に関する韓国判例の検討

81

㈠
　
マ
ン
シ
ョ
ン
崩
壊
事

）
35
（故

1
　
事
案
の
概
要

　
地
下
一
階
、
地
上
五
階
規
模
の
住
商
複
合
ビ
ル
（
以
下
、
マ
ン
シ
ョ
ン
と
い
う
）
に
発
生
し
た
原
因
不
明
の
火
災
の
鎮
火
作
業
中
、
商
店

内
部
の
Ｌ
Ｐ
ガ
ス
の
爆
発
に
よ
り
マ
ン
シ
ョ
ン
が
崩
壊
し
た
。
本
事
故
で
、
二
八
人
が
死
亡
、
四
八
人
が
傷
害
を
負
っ
た
。
マ
ン
シ
ョ
ン

崩
壊
の
一
次
原
因
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
建
物
新
築
工
事
の
設
計
図
を
作
成
す
る
時
、
設
計
構
造
図
面
上
の
柱
の
断
面
が
受
け
る
コ

ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
を
標
準
強
度
に
及
ば
な
い
よ
う
に
設
計
し
た
上
、
実
際
の
工
事
現
場
に
お
い
て
も
様
々
な
手
抜
き
工
事
が
あ
り
、

コ
ン
ク
リ
ー
ト
圧
縮
強
度
な
ど
の
安
全
性
が
低
下
し
た
建
物
）
36
（

が
、
火
災
に
よ
り
連
鎖
的
に
崩
壊
し
た
の
で
あ
る
。
大
法
院
で
は
、
共
同
代

表
Ａ
と
設
計
士
Ｂ
、
そ
し
て
、
専
務
理
事
Ｃ
の
刑
事
責
任
の
有
無
が
検
討
さ
れ
）
37
（

た
。

2
　
判
決
要
旨

　
大
法
院
は
、
共
同
代
表
）
38
（

Ａ
と
設
計
士
）
39
（

Ｂ
に
対
し
、「
刑
法
第
三
〇
条
が
『
二
人
以
上
が
共
同
し
て
罪
を
犯
し
た
と
い
う
場
合
』
の

『
罪
』
に
は
、
故
意
犯
の
み
な
ら
ず
過
失
犯
も
含
ま
れ
る
の
で
あ
り
、
本
事
件
に
お
い
て
、
各
被
告
人
ら
は
、
互
い
に
協
力
し
、
本
件
建

物
を
安
全
か
つ
丈
夫
に
新
築
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
注
意
義
務
を
負
っ
て
い
る
上
、
さ
ら
に
、
相
互
の
意
思
の
連
絡
の
下
、
本
件
建
物
を

新
築
し
た
た
め
、
被
告
人
ら
に
は
刑
法
第
三
〇
条
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
」
と
し
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

一
方
、
専
務
理
事
Ｃ
に
対
し
て
は
、「
被
告
人
は
、
共
同
代
表
取
締
役
を
補
佐
し
、
主
に
、
役
所
や
銀
行
に
関
す
る
業
務
を
担
当
し
な
が

ら
、
簡
単
な
資
材
の
買
取
り
、
工
事
現
場
ま
で
資
材
が
き
ち
ん
と
届
く
の
か
と
い
っ
た
点
の
確
認
、
及
び
、
工
事
現
場
に
勤
務
す
る
者
の

勤
務
態
度
等
を
チ
ェ
ッ
ク
す
る
程
の
業
務
に
携
わ
っ
て
お
り
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
工
事
を
施
工
す
る
業
者
の
選
定
や
鉄
筋
及
び
セ
メ
ン
ト
の

調
達
に
は
関
与
せ
ず
、
建
築
工
事
に
関
す
る
専
門
的
な
知
識
も
な
か
っ
た
か
ら
、
コ
ン
ク
リ
ー
ト
打
設
工
事
や
鉄
筋
の
施
工
具
合
に
関
し
、

直
接
具
体
的
な
指
揮
監
督
を
行
っ
た
と
は
い
え
な
い
。
こ
れ
ら
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と
、
Ｃ
が
本
件
建
物
の
工
事
全
般
に
わ
た
り
、
総
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括
的
な
業
務
を
行
っ
て
い
た
と
し
て
も
、
建
築
の
建
設
技
術
に
関
す
る
具
体
的
な
指
揮
監
督
権
ま
で
も
が
あ
っ
た
と
は
断
定
で
き
ず
、
手

抜
き
工
事
が
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
に
気
づ
い
て
い
た
、
又
は
、
気
づ
く
可
能
性
が
あ
っ
た
と
も
思
わ
れ
な
い
た
め
、
手
抜
き
工
事
に
よ
る

崩
壊
事
故
で
人
が
死
亡
す
る
と
い
う
点
を
予
見
し
、
又
は
予
見
し
得
た
と
は
認
め
ら
れ
な
い
」
と
し
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
共
同
正
犯

を
否
定
し
た
。

㈡
　
三
豊
百
貨
店
崩
壊
事

）
40
（故

1
　
事
案
の
概
要

　
一
九
九
五
年
六
月
二
九
日
、
百
貨
店
が
崩
壊
し
、
多
数
の
死
傷
者
が
発
生
し
た
い
わ
ゆ
る
三
豊
百
貨
店
崩
壊
事
故
の
原
因
は
次
の
通
り

で
あ
る
。
百
貨
店
の
新
築
当
時
構
造
計
算
を
担
当
し
た
Ａ
は
、
ス
ラ
ブ
（Slab

）
断
面
の
耐
力
の
計
算
を
誤
り
、
建
物
基
本
計
画
上
、
屋

上
に
設
置
予
定
で
あ
っ
た
冷
却
器
の
構
造
計
算
に
漏
れ
が
あ
っ
た
。
本
件
建
物
の
設
計
及
び
監
理
を
担
当
し
た
Ｂ
は
、
本
件
建
物
の
構
造

設
計
図
を
作
成
す
る
際
、
屋
上
の
冷
却
器
設
置
に
伴
う
構
造
計
算
の
変
更
を
設
計
図
に
反
映
せ
ず
、
さ
ら
に
、
運
動
施
設
と
し
て
予
定
さ

れ
て
い
た
五
階
を
レ
ス
ト
ラ
ン
街
へ
と
用
途
変
更
す
る
こ
と
に
つ
き
、
構
造
計
算
を
頼
ん
だ
が
、
こ
れ
を
設
計
図
に
反
映
し
な
か
っ
た
こ

と
に
よ
り
、
施
工
者
に
よ
る
固
定
負
荷
を
超
え
る
施
工
結
果
を
招
い
た
。
さ
ら
に
、
監
理
及
び
工
事
の
責
任
者
ら
は
、
工
事
現
場
で
の
指

揮
・
監
督
を
怠
っ
た
。
建
設
会
社
の
代
表
た
る
Ｃ
は
、
最
初
に
シ
ョ
ッ
ピ
ン
グ
セ
ン
タ
ー
用
の
建
築
計
画
を
立
て
設
計
を
依
頼
し
た
後
、

百
貨
店
と
し
て
建
物
を
使
用
す
る
た
め
、
建
築
面
積
を
任
意
で
増
加
さ
せ
、
約
二
〇
回
に
わ
た
っ
て
新
し
い
設
計
図
を
作
成
さ
せ
る
こ
と

に
よ
り
建
築
計
画
を
破
綻
さ
せ
、
ま
た
、
工
事
中
に
も
度
々
構
造
計
算
を
追
加
し
設
計
す
る
よ
う
求
め
る
な
ど
し
た
。
そ
れ
に
よ
っ
て
、

全
般
的
な
手
抜
き
工
事
が
発
生
し
た
。
そ
の
結
果
、
建
物
が
加
重
に
耐
え
ら
れ
ず
、
全
階
の
ス
ラ
ブ
と
柱
が
、
地
下
二
階
ま
で
完
全
に
崩

れ
る
事
故
が
発
生
し
た
。
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2
　
判
決
要
旨

　
大
法
院
は
、「
本
事
件
百
貨
店
は
、
い
わ
ゆ
る
フ
ラ
ッ
ト
ス
ラ
ブ
（flat slab

）
構
造
の
建
物
で
あ
り
、
内
部
の
柱
と
柱
の
間
隔
が
非
常

に
長
い
た
め
、
い
ず
れ
か
一
部
分
が
崩
壊
し
た
場
合
、
連
鎖
的
な
崩
壊
に
よ
り
建
物
全
体
が
倒
壊
す
る
と
い
う
特
性
が
あ
る
。
し
た
が
っ

て
、
こ
の
よ
う
な
建
物
の
特
性
に
鑑
み
る
と
、
体
系
的
か
つ
具
体
的
な
建
築
計
画
を
立
て
、
構
造
計
算
を
含
む
建
築
設
計
、
骨
組
及
び
建

築
工
事
工
程
、
建
物
完
工
後
の
維
持
管
理
な
ど
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
、
建
物
の
安
全
に
対
し
細
心
な
注
意
を
払
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な

い
」
と
し
、
崩
壊
の
原
因
は
こ
の
一
連
の
過
程
に
お
い
て
の
問
題
で
あ
る
と
指
摘
し
て
い
る
。
ま
た
、「
一
般
的
に
、
建
物
は
、
設
計
、

施
工
、
維
持
・
管
理
と
い
う
三
つ
の
条
件
が
結
合
し
て
建
築
さ
れ
、
利
用
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。
よ
っ
て
、
一
時
的
用
途
で
提
供
す
る
た

め
に
建
築
す
る
臨
時
建
物
な
ど
の
特
別
な
場
合
以
外
に
は
、
設
計
、
施
工
、
維
持
・
管
理
に
関
わ
る
者
ら
が
、
そ
の
建
物
が
、
用
途
に
応

じ
て
安
全
に
建
築
さ
れ
、
ま
た
使
用
さ
れ
る
こ
と
に
よ
り
、
そ
の
寿
命
を
保
つ
と
い
う
共
同
の
目
標
と
意
思
の
連
絡
下
に
あ
る
。
一
方
、

建
物
が
、
そ
の
寿
命
を
維
持
す
る
た
め
に
は
、
設
計
者
の
緻
密
な
計
画
や
設
計
、
建
設
業
者
の
完
璧
な
施
工
、
建
設
業
者
に
よ
る
徹
底
的

な
維
持
・
管
理
と
い
う
、
三
つ
の
条
件
が
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、
上
記
、
各
段
階
で
の
過
失
、
そ
れ
だ
け
で
は
崩

壊
の
原
因
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
合
わ
さ
れ
ば
、
建
物
が
崩
壊
す
る
と
い
う
点
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
設

計
、
施
工
、
維
持
・
管
理
の
各
段
階
で
の
関
与
者
は
、
全
く
過
失
が
な
い
、
若
し
く
は
、
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も
建
物
の
崩
壊
の
原
因

に
は
な
ら
な
い
と
い
う
、
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
崩
壊
に
対
す
る
共
同
責
任
を
免
れ
な
）
41
（
い
」
と
し
、
建
築
主
、
設
計
士
及
び

工
事
関
係
者
、
維
持
・
管
理
責
任
者
た
る
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
に
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
共
同
正
犯
を
認

）
43
）（
42
（

め
た
。

㈢
　
聖
水
大
橋
崩
壊
事

）
44
（故

1
　
事
案
の
概
要

　
一
九
七
九
年
に
竣
工
し
た
聖ソ

ン
ス
デ
ギ
ョ
ウ

水
大
橋
は
、
橋
梁
の
上
板
を
支
え
る
ト
ラ
ス
（Truss
）
の
連
結
部
分
の
溶
接
が
落
ち
、
ト
ラ
ス
を
含
む
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上
板
一
体
が
韓
江
に
落
ち
た
。
事
件
発
生
当
時
の
時
刻
は
、
朝
の
七
時
半
頃
で
あ
り
、
出
勤
や
通
学
中
の
人
が
被
害
を
う
け
た
。
事
故
の

原
因
と
し
て
挙
げ
ら
れ
た
の
は
、
橋
梁
の
施
工
を
担
当
す
る
会
社
の
担
当
者
が
、
製
作
に
参
加
し
た
者
ら
に
対
し
指
揮
・
管
理
を
う
ま
く

行
わ
な
か
っ
た
こ
と
、
工
事
過
程
で
の
手
抜
き
工
事
は
勿
論
、
現
場
監
督
公
務
員
の
現
場
監
督
、
そ
し
て
、
道
路
局
公
務
員
ら
の
重
車
両

通
行
放
）
45
（
置
、
安
全
診
断
不
履
行
な
ど
の
維
持
管
理
上
の
過
失
及
び
設
計
上
の
過
失
な
ど
で
あ
る
が
、
こ
れ
ら
が
合
わ
さ
っ
て
崩
壊
事
故
が

発
生
し
た
と
認
め
た
。

2
　
判
決
要
旨

　
大
法
院
は
、「
本
件
聖
水
大
橋
の
よ
う
な
橋
梁
が
、
そ
の
寿
命
を
保
つ
た
め
に
は
、
建
設
業
者
の
完
璧
な
施
工
、
監
督
公
務
員
ら
の
徹

底
的
な
製
作
・
施
工
上
の
監
督
、
及
び
、
担
当
公
務
員
ら
の
徹
底
的
な
維
持
・
管
理
と
い
う
条
件
が
合
致
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
よ
っ

て
、
上
記
の
各
段
階
で
の
過
失
、
そ
れ
だ
け
で
は
、
崩
壊
の
原
因
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
合
わ
さ
れ
ば
、
橋
梁
が
崩
壊
す
る

こ
と
は
容
易
に
予
想
で
き
る
。
し
た
が
っ
て
、
上
の
各
段
階
の
関
与
者
は
、
全
く
過
失
が
な
い
、
若
し
く
は
、
過
失
が
あ
っ
た
と
し
て
も

橋
梁
崩
壊
の
原
因
に
な
ら
な
か
っ
た
な
ど
の
特
別
な
事
情
が
あ
る
場
合
を
除
き
、
崩
壊
に
対
す
る
共
同
責
任
を
免
れ
な
い
」
と
し
、
担
当

建
設
会
社
の
ト
ラ
ス
製
作
責
任
者
、
橋
梁
工
事
の
現
場
監
督
、
発
注
官
庁
の
工
事
監
督
公
務
員
及
び
ソ
ウ
ル
市
の
橋
梁
の
維
持
・
管
理
の

担
当
公
務
員
）
46
（

間
に
、
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
、
業
務
上
一
般
交
通
妨
害
）
47
（

罪
、
及
び
、
業
務
上
過
失
自
動
車
墜
落
）
48
（

罪
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

㈣
　
小
　
括

　
以
上
の
よ
う
に
、
判
例
は
過
失
に
よ
り
、
建
物
の
崩
壊
事
故
な
ど
が
発
生
す
る
と
、
建
物
の
設
計
、
建
設
担
当
者
、
建
物
の
維
持
・
管

理
担
当
者
間
に
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
て
き
た
。「
丈
夫
か
つ
安
全
な
建
物
の
建
設
」
な
ど
一
見
、
単
な
る
事
実
行
為
の
意
思
連
絡
に
も

見
え
る
「
共
同
目
）
49
（

標
」
に
関
す
る
「
意
思
連
絡
」
を
、
複
数
の
過
失
行
為
者
に
全
体
結
果
を
帰
属
さ
せ
る
要
件
と
し
て
採
用
し
て
い
る
の

は
何
故
な
の
）
50
（
か
。
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確
か
に
、
丈
夫
な
建
物
の
建
築
と
い
う
「
共
同
の
目
標
」
に
関
す
る
意
思
連
絡
が
、
直
ち
に
「
建
物
の
崩
壊
」
に
関
す
る
意
思
連
絡
へ

と
繫
が
る
の
で
は
な
い
。
し
か
し
、
建
物
の
建
築
に
関
わ
る
人
々
は
、
各
自
の
不
注
意
に
よ
り
、
建
物
の
崩
壊
と
い
う
結
果
が
発
生
す
る

可
能
性
が
あ
る
と
い
う
こ
と
を
認
識
し
て
お
）
51
（
り
、
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
一
緒
に
建
築
行
為
に
参
加
す
る
こ
と
は
、
過
失
結
果
を
各
自

の
責
任
と
す
る
と
い
う
意
思
の
連
絡
で
あ
る
と
も
理
解
で
き
る
の
で
あ
ろ
）
52
（
う
。

五
　
お
わ
り
に

　
本
稿
で
は
、
過
失
共
同
正
犯
に
関
す
る
韓
国
判
例
の
検
討
を
行
っ
た
。
判
例
の
検
討
の
方
法
に
関
し
て
は
、
行
為
者
間
の
（
物
理
的

な
）
距
離
を
基
準
と
し
、
各
行
為
者
が
近
接
し
て
い
る
場
合
（
前
記
の
運
転
事
故
）
と
行
為
者
間
が
遠
距
離
関
係
で
あ
る
場
合
（
前
記
の
建

設
事
故
）
の
二
つ
に
分
け
、
各
類
型
別
に
判
例
が
も
と
め
る
過
失
共
同
正
犯
要
件
と
は
何
か
を
明
ら
か
に
す
る
の
が
最
初
の
目
標
で
あ
っ

た
。
判
例
は
両
類
型
に
お
い
て
、
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
要
件
と
し
て
、
行
為
者
間
の
「
意
思
連
絡
」
を
必
要
と
す
る
。
し
か
し
、
判
例

は
、
こ
の
「
意
思
連
絡
」
の
具
体
的
な
判
断
に
つ
き
、
行
為
者
ら
が
近
距
離
に
い
る
場
合
に
お
い
て
は
「
過
失
結
果
の
直
接
的
な
原
因
行

為
」
に
関
す
る
互
い
の
意
思
連
絡
の
有
無
を
検
討
す
る
が
、
行
為
者
間
の
距
離
が
（
時
間
的
・
空
間
的
に
）
離
れ
て
い
る
場
合
、
各
行
為

者
ら
が
集
ま
る
よ
う
に
な
っ
た
原
因
、
す
な
わ
ち
「
共
同
の
目
標
」
の
有
無
に
よ
り
意
思
連
絡
の
有
無
を
判
断
し
た
。
例
え
ば
、
車
の
運

転
中
発
生
し
た
事
故
に
関
し
て
は
、
事
故
発
生
の
原
因
行
為
を
明
ら
か
に
し
、
そ
の
具
体
的
な
原
因
行
為
に
対
し
互
い
の
合
意
な
い
し
容

認
な
ど
が
あ
っ
た
の
か
を
検
討
し
て
い
る
。
一
方
、
百
貨
店
な
ど
の
建
物
が
崩
壊
し
、
人
命
・
財
産
上
の
被
害
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い

て
は
、
そ
の
崩
壊
の
直
接
原
因
た
る
具
体
的
な
行
為
で
は
な
く
、
安
全
か
つ
丈
夫
な
建
物
を
建
設
す
る
と
い
う
、「
共
同
の
目
標
」
に
関

し
て
相
互
の
意
思
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
か
を
検
討
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
本
稿
で
は
、
判
例
が
認
め
る
「
共
同
の
目
標
」
に
関
す
る
意
思

連
絡
を
、
あ
る
行
為
に
関
わ
る
人
々
は
、
各
自
の
不
注
意
に
よ
り
、
あ
る
過
失
結
果
が
発
生
す
る
可
能
性
を
認
識
で
き
る
に
も
か
か
わ
ら
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ず
、
一
緒
に
そ
の
行
為
に
参
加
す
る
と
い
う
こ
と
で
、
相
互
の
注
意
義
務
に
関
す
る
意
思
連
絡
と
し
て
理
解
し
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
た
。

　
最
後
に
、
今
回
の
検
討
か
ら
明
ら
か
に
な
っ
た
こ
と
を
整
理
し
て
み
る
。
判
例
は
、
過
失
結
果
に
関
わ
る
行
為
者
の
数
と
、
行
為
者
間

の
物
理
的
な
距
離
に
よ
り
、
意
思
連
絡
と
い
う
概
念
に
異
な
っ
た
役
割
を
与
え
て
い
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
。
確
か
に
、
判
例
は
過
失
共
同

正
犯
の
検
討
を
す
る
こ
と
に
あ
た
り
、
意
思
連
絡
を
行
為
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ
ケ
ー
シ
ョ
ン
が
容
易
な
場
合
（
行
為
者
が
少
な
く
、
物
理
的
に

近
く
す
ぐ
話
し
合
い
が
で
き
る
場
合
な
ど
が
想
定
で
き
る
）、
意
思
連
絡
は
各
過
失
行
為
者
ら
を
結
ぶ
「
糸
」
の
役
割
を
す
る
。
そ
の
た
め
、
意

思
連
絡
の
対
象
は
具
体
化
さ
れ
る
反
面
、
各
行
為
者
の
過
失
行
為
は
大
き
な
意
味
を
持
た
な
く
な
る
。
一
方
、
行
為
者
間
の
コ
ミ
ュ
ニ

ケ
ー
シ
ョ
ン
が
容
易
で
は
な
い
場
合
（
行
為
者
が
多
数
で
あ
り
、
時
間
的
・
物
理
的
に
も
離
れ
て
い
る
場
合
な
ど
）、
意
思
連
絡
は
行
為
者
間
に

お
い
て
過
失
共
同
正
犯
の
成
立
限
界
を
分
け
る
「
枠
」
の
役
割
を
し
て
い
る
。
大
規
模
事
故
の
よ
う
に
、
関
わ
る
行
為
者
が
多
い
場
合
、

何
を
意
思
連
絡
し
た
か
と
い
う
、
意
思
連
絡
の
内
容
を
検
討
す
る
前
に
、
意
思
連
絡
の
主
体
を
決
め
る
段
階
に
、「
共
同
の
目
標
」
の
有

無
で
、
意
思
連
絡
が
認
め
ら
れ
る
主
体
を
決
め
る
。
し
た
が
っ
て
、
共
同
に
行
っ
た
行
為
よ
り
、
行
為
者
個
人
の
過
失
行
為
判
断
に
検
討

の
重
点
が
移
る
の
で
あ
る
。
も
し
、
そ
の
よ
う
に
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
れ
ば
、
意
思
連
絡
が
「
糸
」
と
し
て
使
わ
れ
る
場
合
に

お
い
て
は
、
行
為
者
の
個
別
過
失
行
為
が
も
つ
重
要
性
が
減
少
す
る
反
面
、
意
思
連
絡
が
「
枠
」
と
し
て
使
わ
れ
た
場
合
に
は
、
そ
の
枠

内
の
行
為
者
の
個
別
過
失
行
為
に
関
す
る
検
討
が
ク
ロ
ー
ズ
ア
ッ
プ
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
ろ
う
。

　
今
後
の
課
題
と
し
て
は
、
右
の
試
論
を
検
証
し
、
事
案
に
お
い
て
異
な
る
機
能
を
有
す
る
意
思
連
絡
は
、
過
失
共
同
正
犯
に
ど
の
よ
う

に
位
置
づ
け
ら
れ
て
い
る
の
か
探
る
こ
と
と
し
た
い
。
そ
し
て
、
そ
こ
か
ら
得
ら
れ
た
結
論
と
実
際
の
事
案
を
比
較
検
討
、
過
失
共
同
正

犯
に
対
す
る
韓
国
判
例
が
正
当
化
さ
れ
る
の
か
に
関
し
検
討
を
進
め
た
い
。

（
1
）  

以
下
に
お
い
て
は
特
別
な
言
及
が
な
い
限
り
、「
刑
法
」
や
「
判
例
」
と
言
う
用
語
は
、「
韓
国
の
刑
法
」
と
「
韓
国
の
判
例
」
を
意
味
す
る
。

（
2
）  

大
法
院
判
決
一
九
五
六
年
一
二
月
二
一
日
・
四
二
八
九
刑
上
二
七
六
。
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（
3
）  

大
法
院
判
決
一
九
六
二
年
三
月
二
九
日
・
四
二
九
四
刑
上
五
九
八
。

（
4
）  

一
方
、
学
説
で
は
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
見
解
が
増
加
し
て
い
る
状
況
で
は
あ
る
が
、
過
失
犯
の
共
同
正
犯
否
定
説
が
現
在
の
多
数

説
で
あ
る
（
신
동
운
『
刑
法
総
論
』（
二
〇
〇
八
）
五
八
二
―
五
八
三
頁
、
김
성
돈
『
刑
法
総
論
第
二
版
』（
二
〇
〇
九
）
五
八
七
頁
、
배
종
대

『
刑
法
総
論
第
八
版
』（
二
〇
〇
七
）
五
九
三
―
五
九
五
頁
、
손
동
권
『
刑
法
総
論
第
二
改
訂
版
』（
二
〇
〇
六
）
五
〇
四
頁
以
下
、
이
보
영
「
過

失
の
共
同
正
犯
の
理
論
」
刑
事
法
研
究
第
四
号
（
一
九
九
一
）
九
九
頁
、
전
지
연
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
刑
事
法
研
究
第
十
三
号
（
二
〇
〇

〇
）
二
九
頁
、
오
영
근
『
刑
法
総
論
第
二
版
』（
二
〇
〇
九
）
五
七
三
頁
。

（
5
）  

大
法
院
判
決
一
九
八
二
年
六
月
八
日
・
八
二
도ど

七
八
一
。

（
6
）  

大
法
院
判
決
一
九
九
六
年
八
月
二
三
日
・
九
五
도
一
二
三
一
。

（
7
）  

大
法
院
判
決
一
九
五
六
年
一
二
月
二
一
日
・
四
二
八
九
刑
上
二
七
六
。

（
8
）  

Ｃ
は
太
信
号
の
職
員
で
は
な
く
、
普
段
か
ら
本
件
旅
客
船
で
、
乗
客
に
物
品
の
販
売
を
し
て
い
る
者
で
あ
る
が
、
灯
火
の
整
備
も
任
さ
れ
て
い

た
。

（
9
）  

当
時
、
本
件
旅
客
船
太
信
号
は
、
夜
間
定
期
就
航
船
で
あ
っ
た
た
め
停
船
す
る
と
、
船
内
の
す
べ
て
の
電
灯
が
自
動
的
に
消
灯
さ
れ
る
状
況
で

あ
っ
た
。

（
10
）  

第
一
七
一
条
【
業
務
上
失
火
・
重
失
火
】
業
務
上
過
失
、
又
は
、
重
大
な
過
失
に
よ
り
第
一
七
〇
条
の
罪
を
犯
し
た
者
に
は
三
年
以
下
の
禁
錮
、

又
は
二
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
　
第
二
六
八
条
【
業
務
上
過
失
・
重
過
失
致
死
傷
】
業
務
上
過
失
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
人
を
死
傷
さ
せ
た
者
に
は
五
年
以
下
の
禁
錮
、
又
は

二
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
11
）  

検
察
側
は
最
初
Ａ
、
Ｂ
、
Ｃ
を
業
務
上
失
火
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
等
の
共
同
正
犯
と
し
て
起
訴
し
た
の
で
は
な
く
、
各
々
を
業
務
上
失

火
罪
と
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
と
し
て
起
訴
し
た
。

（
12
）  

韓
国
の
大
法
院
は
、
日
本
の
最
高
裁
判
所
に
あ
た
る
司
法
機
関
で
あ
る
（
法
院
組
織
法
第
一
一
条
【
最
高
法
院
】
大
法
院
は
最
高
法
院
で
あ

る
）。

（
13
）  

申
東
雲
教
授
は
、
Ｂ
に
対
す
る
刑
事
責
任
の
検
討
に
お
い
て
、
判
例
が
販
売
員
Ｃ
に
対
す
る
指
揮
監
督
責
任
を
問
題
と
し
た
の
で
は
な
く
、
Ｂ

の
直
接
な
注
意
義
務
違
反
を
認
め
た
こ
と
に
注
目
す
る
必
要
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
申
東
雲
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
否
定
例
」
考
試
研
究
（
一
九

九
五
・
四
）
一
五
○
頁
。
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（
14
）  

す
な
わ
ち
、
Ａ
に
対
し
て
は
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
み
、
Ｂ
に
対
し
て
は
業
務
上
過
失
致
死
罪
及
び
業
務
上
失
火
罪
が
認
め
ら
れ
た
。

（
15
）  

本
判
決
は
、
そ
も
そ
も
過
失
犯
に
つ
い
て
は
共
同
正
犯
が
概
念
的
に
成
立
せ
ず
、
共
同
正
犯
が
成
立
し
得
る
の
は
故
意
犯
の
み
で
あ
る
と
判
断

し
た
点
に
特
徴
を
持
つ
。

（
16
）  
本
判
決
は
、
船
長
Ａ
に
業
務
上
失
火
罪
の
注
意
義
務
違
反
が
な
い
こ
と
を
認
め
た
上
で
、
船
長
Ａ
を
単
独
犯
と
し
て
処
罰
で
き
な
い
と
し
て
も
、

船
員
Ｂ
と
の
共
同
正
犯
を
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
の
か
を
傍
論
と
し
て
述
べ
て
い
る
に
と
ど
ま
る
。

（
17
）  
大
法
院
判
決
一
九
六
二
年
三
月
二
九
日
・
四
二
九
四
刑
上
五
九
八
。

（
18
）  

本
薪
は
申
告
手
続
き
を
行
っ
て
い
な
い
不
正
林
産
物
で
あ
っ
た
。

（
19
）  

一
審
が
Ａ
を
有
罪
と
し
た
根
拠
を
検
討
し
た
い
が
、
一
審
判
決
を
入
手
で
き
な
か
っ
た
た
め
、
判
例
が
ど
の
よ
う
な
法
理
を
適
用
し
た
の
か
は

明
ら
か
で
は
な
い
。
一
審
判
決
に
関
し
て
は
、
신
동
운
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
肯
定
例
」
高
試
研
究
二
二
（
一
九
九
五
・
五
）
一
八
八
頁
参
照
。

（
20
）  

二
審
は
、
Ａ
に
過
失
、
又
は
、
認
識
あ
る
過
失
を
認
め
る
資
料
が
な
い
こ
と
を
指
摘
す
る
。
Ａ
が
Ｂ
に
対
し
「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
」
と
言
っ
た

行
為
は
、
何
ら
か
の
過
失
行
為
で
も
な
い
し
、
認
識
あ
る
過
失
で
も
な
い
と
し
、
Ａ
に
は
事
実
関
係
の
確
定
に
お
い
て
の
過
失
犯
の
事
実
関
係
が

認
め
ら
れ
な
い
と
い
う
。

（
21
）  

法
院
組
織
法
第
七
条
【
審
判
権
の
行
使
】
①
大
法
院
の
審
判
権
は
大
法
官
全
員
の
三
分
の
二
以
上
の
合
議
体
で
こ
れ
を
行
い
、
大
法
院
長
が
裁

判
長
に
な
る
。
但
し
、
大
法
院
官
三
人
以
上
で
構
成
さ
れ
た
部
か
ら
先
に
事
件
を
審
理
し
、
意
見
が
一
致
し
た
時
に
限
り
、
次
の
場
合
を
除
き
、

そ
の
部
で
裁
判
で
き
る
。

　
　
　
一
、
命
令
又
は
規
則
が
憲
法
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
。

　
　
　
二
、
命
令
又
は
規
則
が
法
律
に
違
反
す
る
こ
と
を
認
め
る
場
合
。

　
　
　
三
、
従
来
大
法
院
で
判
示
し
た
憲
法
・
法
律
・
命
令
・
規
則
の
解
釈
適
用
に
関
す
る
意
見
を
変
更
す
る
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
場
合
。

　
　
　
四
、
削
除

　
　
　
五
、
部
で
裁
判
す
る
こ
と
が
適
当
で
は
な
い
と
認
め
る
場
合
。

（
22
）  

す
な
わ
ち
、
過
失
共
同
正
犯
に
関
す
る
判
例
の
解
釈
が
変
わ
っ
た
た
め
、
当
然
、
判
例
変
更
の
手
続
き
を
ふ
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
に
も

か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
を
行
わ
な
か
っ
た
後
の
判
例
（「
こ
の
ま
ま
行
こ
う
」
事
件
）
を
批
判
す
る
方
法
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
批
判
を
す
る
見
解

と
し
て
は
、
허
일
태
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
対
す
る
判
例
の
変
遷
」
刑
事
判
例
の
研
究
Ⅰ

―
李
在
相
教
授
華
甲
記
念
論
文
集

―
（
二
〇
〇

三
）
六
一
八
頁
。
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（
23
）  

こ
の
よ
う
な
理
解
は
、
前
の
判
決
（
太
信
号
事
件
）
と
、
後
の
判
決
（
こ
の
ま
ま
行
こ
う
事
件
）
の
関
係
に
つ
い
て
前
者
の
方
は
後
者
と
違
い
、

過
失
共
同
正
犯
の
成
否
に
対
す
る
見
解
を
全
面
的
に
表
明
し
た
判
決
で
は
な
い
と
理
解
す
る
の
で
あ
る
。
이
승
호
「
過
失
の
共
同
正
犯
に
関
す
る

判
例
の
検
討
と
学
説
の
正
立
」
刑
事
法
研
究
二
三
巻
二
号
（
二
〇
一
一
）
一
五
六
―
一
五
八
頁
。

（
24
）  
両
判
決
が
衝
突
す
る
関
係
で
は
な
い
と
理
解
す
る
見
解
と
し
て
、
이
승
호
教
授
は
「
ま
た
、
太
信
号
事
件
で
は
判
示
の
フ
レ
ー
ズ
と
は
異
な
り
、

事
実
上
の
内
容
に
お
い
て
は
被
告
人
間
の
一
部
を
過
失
犯
の
共
同
正
犯
と
し
て
論
責
し
た
部
分
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
直
接
行
為
者
た
る
販
売
員

以
外
、
船
員
も
業
務
上
失
火
罪
と
し
て
処
罰
し
て
い
る
。
こ
こ
で
、
両
者
の
関
係
は
共
同
正
犯
と
し
て
把
握
す
る
こ
と
が
最
も
自
然
で
あ
る
」
と

説
明
し
て
い
る
。
이
승
호
・
前
掲
注
（
23
）
一
五
七
頁
。
し
か
し
、
業
務
上
失
火
罪
に
関
す
る
船
員
の
刑
事
責
任
は
、
販
売
員
Ｃ
と
は
別
に
灯
火

管
理
者
と
し
て
の
直
接
の
注
意
義
務
違
反
か
ら
生
じ
た
と
思
わ
れ
る
た
め
、
判
例
が
船
員
と
販
売
員
間
に
過
失
犯
の
共
同
正
犯
を
認
め
た
と
は
思

わ
れ
な
い
。

（
25
）  

大
法
院
判
決
一
九
八
九
年
八
月
二
一
日
・
七
九
도
一
二
四
九
。

（
26
）  

軍
刑
法
第
六
九
条
【
軍
用
施
設
な
ど
の
損
壊
】
第
六
六
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
物
件
、
又
は
、
軍
用
に
供
す
る
鉄
道
、
電
線
、
又
は
そ
の
他
の

施
設
や
物
件
を
損
害
又
は
そ
の
他
の
方
法
で
そ
の
効
用
を
害
し
た
者
は
無
期
又
は
二
年
以
上
懲
役
に
処
す
る
。

　
　
　
軍
刑
法
第
七
三
条
【
過
失
犯
】
①
過
失
に
よ
り
第
六
六
条
か
ら
第
七
一
条
ま
で
の
罪
を
犯
し
た
者
は
五
年
以
下
の
懲
役
、
又
は
三
〇
〇
万
ウ
ォ

ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
　
②
業
務
上
過
失
又
は
重
過
失
に
よ
り
第
一
項
の
罪
を
犯
し
た
者
は
七
年
以
下
の
懲
役
、
又
は
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
27
）  

大
法
院
判
決
一
九
八
二
年
六
月
八
日
・
八
二
도
七
八
一
。

（
28
）  

大
法
院
判
決
一
九
八
六
年
五
月
二
七
日
・
八
五
도
二
四
八
三
。

（
29
）  

本
件
で
は
、
軍
用
車
が
横
断
し
た
線
路
が
、
鉄
路
法
上
の
「
通
行
及
び
、
出
入
禁
止
の
除
外
対
象
と
指
定
し
た
『
鉄
路
と
交
差
す
る
道
路
』
な

の
か
」
を
め
ぐ
り
、
原
審
と
大
法
院
の
解
釈
が
分
か
れ
た
。
原
審
は
、「
本
事
故
現
場
た
る
鉄
路
は
、
近
隣
住
民
ら
が
普
段
か
ら
通
行
路
と
し
利

用
し
て
い
た
点
、
本
件
線
路
の
幅
が
五
メ
ー
ト
ル
程
で
あ
り
、
一
般
人
や
車
両
の
通
行
が
可
能
な
道
路
の
形
を
備
え
た
点
」
な
ど
を
挙
げ
、
鉄
路

法
違
反
を
否
定
し
た
。
他
方
、
大
法
院
は
、「
本
件
鉄
路
は
、
人
や
車
両
の
横
断
の
た
め
に
用
意
さ
れ
た
交
差
道
路
と
し
て
の
設
備
が
全
く
備

わ
っ
て
お
ら
ず
、
誰
で
も
一
目
で
、
鉄
道
当
局
が
本
鉄
路
の
横
断
通
行
を
許
容
し
て
い
な
い
こ
と
が
分
か
る
。
但
し
、
近
隣
の
住
民
や
車
両
の
不

法
的
な
通
行
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
確
で
あ
る
が
…
…
（
省
略
）
…
…
こ
れ
が
直
ち
に
、
鉄
道
法
第
七
八
条
の
意
味
す
る
『
鉄
道
と
交
差
し
た
道

路
』
と
は
い
え
ず
、
鉄
道
員
が
本
件
線
路
の
横
断
通
行
を
黙
示
的
に
承
諾
し
た
と
思
わ
れ
る
資
料
も
な
い
」
と
し
、
鉄
道
法
違
反
を
認
め
た
。
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（
30
）  

陸
軍
高
等
軍
法
会
議
一
九
八
五
年
九
月
一
九
日
・
八
五
항
一
九
一
。

（
31
）  

大
法
院
判
例
一
九
七
四
年
七
月
二
三
日
・
七
四
도
七
七
八
。

（
32
）  

事
故
車
が
Ｂ
の
所
有
物
で
あ
っ
た
こ
と
や
Ｂ
が
普
段
の
運
転
経
験
が
あ
っ
た
と
い
う
判
決
文
を
総
合
的
に
考
慮
す
る
と
、
Ｂ
は
何
ら
か
の
理
由

に
よ
り
運
転
免
許
が
停
止
さ
れ
て
い
る
状
況
で
あ
っ
た
と
思
わ
れ
る
。

（
33
）  
判
例
は
、「
仮
に
、
当
時
運
転
免
許
停
止
状
況
で
の
Ｂ
が
運
転
す
る
こ
と
に
Ａ
が
合
意
し
た
と
し
て
も
（
実
際
判
例
は
、
Ａ
の
頭
痛
や
寒
気
な

ど
の
状
況
か
ら
そ
も
そ
も
同
意
自
体
が
困
難
な
状
況
で
あ
っ
た
と
見
て
い
る
と
思
わ
れ
る
：
筆
者
注
）、
本
件
の
直
接
な
原
因
行
為
は
、
Ｂ
の
無

免
許
運
転
で
は
な
く
、
Ｂ
の
運
転
能
力
で
あ
る
た
め
、
両
者
に
は
意
思
連
絡
が
な
か
っ
た
」
と
述
べ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
Ａ
と
Ｂ
は
、
結
果
発

生
に
関
す
る
直
接
の
原
因
行
為
で
は
合
意
（
意
思
連
絡
）
が
な
か
っ
た
。

（
34
）  

す
な
わ
ち
、
あ
る
行
為
の
達
成
の
た
め
に
多
数
の
参
加
者
が
必
要
で
あ
り
、
そ
の
行
為
が
、
実
際
各
段
階
に
お
い
て
行
為
者
に
よ
っ
て
同
時
、

又
は
異
な
る
時
に
行
わ
れ
る
、
と
い
う
場
合
で
あ
る
。
こ
こ
で
は
、
各
段
階
の
行
為
者
の
過
失
行
為
に
よ
り
、
過
失
結
果
が
発
生
し
た
場
合
、
行

為
者
間
に
は
過
失
犯
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
の
か
と
い
う
点
が
問
題
と
な
る
。
具
体
的
な
事
案
と
し
て
は
、
大
規
模
の
コ
ン
サ
ー
ト
会
場
で
、

客
が
集
ま
り
す
ぎ
た
結
果
、
そ
の
中
の
一
人
の
転
倒
に
よ
る
連
鎖
転
倒
で
、
圧
死
事
故
が
起
き
た
場
合
な
ど
が
考
え
ら
れ
る
。
コ
ン
サ
ー
ト
で
は
、

企
画
、
事
前
準
備
、
実
行
、
会
場
整
理
と
い
っ
た
各
段
階
に
行
為
者
が
存
在
す
る
。
そ
し
て
、
企
画
段
階
で
の
過
失
や
事
前
準
備
不
足
な
ど
の
過

失
行
為
が
認
め
ら
れ
た
場
合
、
各
段
階
の
行
為
者
を
過
失
共
同
正
犯
と
し
て
評
価
す
る
こ
と
は
で
き
る
の
か
。
韓
国
で
は
こ
の
よ
う
な
判
例
に
対

し
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
た
（
大
法
院
判
決
二
○
○
六
年
一
○
月
二
六
日
・
二
○
○
六
도
五
三
八
八
）。

（
35
）  

大
法
院
判
決
一
九
九
四
年
三
月
二
二
日
・
九
四
도
三
五
。

（
36
）  

建
物
の
重
要
構
造
部
で
あ
る
柱
な
ど
の
打
設
工
事
過
程
で
の
空
隙
の
発
生
や
コ
ン
ク
リ
ー
ト
被
覆
不
足
な
ど
の
手
抜
き
工
事
に
よ
り
、
建
物
の

耐
久
性
が
相
当
低
下
し
た
状
況
で
あ
っ
た
。

（
37
）  

事
案
の
特
性
上
、
多
数
の
者
が
起
訴
さ
れ
た
た
め
、
一
審
か
ら
の
す
べ
て
の
行
為
者
を
検
討
す
る
こ
と
は
、
紙
幅
の
都
合
上
、
困
難
で
あ
り
、

大
法
院
で
検
討
さ
れ
た
行
為
者
を
中
心
に
検
討
を
行
う
。

（
38
）  

大
法
院
は
、
代
表
理
事
に
対
し
、「
本
件
ア
パ
ー
ト
の
新
築
に
お
い
て
は
、
一
般
建
設
免
許
を
持
っ
て
い
る
建
設
会
社
を
施
工
者
と
し
て
選
定

し
、
建
設
技
術
者
を
建
設
現
場
に
常
駐
さ
せ
徹
底
的
な
技
術
監
督
下
で
諸
般
施
工
を
す
る
こ
と
に
よ
り
、
安
全
か
つ
丈
夫
な
建
物
を
建
築
し
、
手

抜
き
工
事
に
よ
る
建
物
の
崩
壊
を
未
然
に
防
止
す
る
業
務
上
注
意
義
務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
工
事
費
な
ど
の
節
減
の
た
め
、
直
接
施
工
す

る
と
し
、
本
件
会
社
を
設
立
し
、
共
同
代
表
理
事
と
し
て
就
任
し
…
…
（
省
略
）
…
…
実
際
新
築
工
事
を
行
う
際
、
建
設
技
術
者
を
常
駐
さ
せ
ず
、
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建
設
技
術
者
資
格
の
な
い
者
ら
に
工
事
を
任
せ
、
施
工
過
程
を
監
督
し
な
い
過
失
が
あ
っ
た
」
と
し
、
注
意
義
務
違
反
を
認
め
た
。

（
39
）  

設
計
士
に
は
「
設
計
図
を
作
成
す
る
際
、
設
計
構
造
図
面
上
の
柱
の
断
面
に
掛
か
る
コ
ン
ク
リ
ー
ト
の
圧
縮
強
度
を
基
準
強
度
に
及
ば
な
い
よ

う
設
計
す
る
な
ど
の
設
計
上
の
欠
点
が
あ
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
る
し
、
さ
ら
に
、
Ｂ
は
本
建
物
の
設
計
担
当
者
だ
け
で
は
な
く
、
建
築
工
場
の
監

理
者
で
も
あ
っ
た
た
め
、
…
…
（
省
略
）
…
…
手
抜
き
工
事
を
防
止
す
る
注
意
義
務
が
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
設
計
及
び
監
理
上
の
注
意
義
務
を

怠
っ
た
過
失
が
あ
る
こ
と
が
明
白
で
あ
る
」
と
し
、
注
意
義
務
違
反
を
認
め
た
。

（
40
）  
大
法
院
判
決
一
九
九
六
八
月
二
三
日
・
九
六
도
一
二
三
一
。

（
41
）  

ソ
ウ
ル
高
等
法
院
判
決
一
九
九
六
年
四
月
二
六
日
・
九
六
노の

一
一
八
。

（
42
）  

大
法
院
で
は
、
上
告
し
た
被
告
人
ら
の
個
別
的
な
注
意
義
務
の
判
断
が
中
心
に
な
っ
て
お
り
、
過
失
共
同
正
犯
に
関
す
る
判
断
は
、
二
審
判
決

を
そ
の
ま
ま
是
認
し
た
た
め
、
二
審
判
決
を
引
用
し
た
に
と
ど
ま
る
。
二
審
で
、
監
理
担
当
者
の
弁
護
人
か
ら
は
「
被
告
人
は
、
施
工
又
は
維

持
・
管
理
上
の
過
失
行
為
を
互
い
の
意
思
連
絡
下
に
共
同
し
て
行
っ
た
こ
と
が
な
く
、
崩
壊
当
日
人
々
を
退
避
さ
せ
な
か
っ
た
原
審
共
同
被
告
人

ら
の
過
失
と
も
全
く
無
関
係
で
あ
る
た
め
、
自
分
の
行
為
の
み
に
つ
い
て
責
任
を
と
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
被
告
人
の
過
失
と
本
件
崩

壊
と
の
間
に
は
相
当
因
果
関
係
が
な
い
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
原
審
が
本
事
件
に
お
い
て
業
務
上
過
失
致
死
傷
罪
の
共
同
正
犯
が
成
立
す
る
と
認
定

し
た
の
は
、
共
同
正
犯
に
関
す
る
法
理
を
誤
っ
た
か
ら
で
あ
る
」
と
主
張
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
二
審
法
院
は
、「
事
実
関
係
上
、
被
告
人
に
は
、

設
計
上
の
過
失
が
認
め
ら
れ
る
。
こ
れ
は
、
構
造
技
術
者
、
施
工
者
、
維
持
・
管
理
者
ら
の
過
失
（
崩
壊
当
日
退
避
さ
せ
な
か
っ
た
点
を
含
む
）

と
合
わ
さ
っ
て
本
事
故
の
一
つ
の
原
因
に
な
っ
た
こ
と
は
明
白
で
あ
る
」
と
し
、
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
た
。

（
43
）  

本
事
件
に
お
い
て
注
（
37
）
と
同
様
に
、
多
数
の
人
が
起
訴
さ
れ
、
各
審
に
よ
り
、
過
失
共
同
正
犯
を
認
め
ら
れ
た
者
は
本
文
中
に
挙
げ
た
三

人
以
外
に
も
存
在
す
る
が
、
本
文
に
は
各
段
階
の
代
表
の
者
の
み
を
記
載
し
た
。

（
44
）  

大
法
院
判
決
一
九
九
九
年
一
一
月
二
八
日
・
九
七
도
一
七
四
〇
。

（
45
）  

聖
水
大
橋
は
、
竣
工
か
ら
事
故
発
生
ま
で
の
一
五
年
間
、
一
回
も
安
全
診
断
が
行
わ
れ
な
か
っ
た
。
ま
た
、
橋
梁
の
通
過
許
容
荷
重
が
三
二
・

四
ト
ン
で
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
四
〇
ト
ン
以
上
の
車
両
や
過
載
車
両
な
ど
が
頻
繁
に
通
行
し
て
い
た
。

（
46
）  

橋
梁
の
維
持
・
管
理
責
任
者
た
る
公
務
員
ら
の
責
任
に
つ
い
て
は
、
大
法
院
判
決
一
九
九
九
年
一
一
月
二
八
日
・
九
七
도
一
七
四
一
を
参
照
。

（
47
）  

第
一
八
五
条
【
一
般
交
通
妨
害
】
陸
路
、
水
路
又
は
橋
梁
を
損
壊
又
は
不
通
に
さ
せ
た
り
、
そ
の
他
の
方
法
で
交
通
を
妨
害
し
た
者
は
、
一
〇

年
以
下
の
懲
役
又
は
一
五
〇
〇
万
ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
　
第
一
八
九
条
【
過
失
、
業
務
上
過
失
、
重
過
失
】
①
過
失
に
よ
り
第
一
八
五
条
な
い
し
第
一
八
七
条
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
一
〇
〇
〇
万
ウ
ォ
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ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

　
　
　
②
業
務
上
過
失
又
は
重
大
な
過
失
に
よ
り
第
一
八
五
条
な
い
し
第
一
八
七
条
の
罪
を
犯
し
た
者
は
、
三
年
以
下
の
禁
錮
、
又
は
二
〇
〇
〇
万

ウ
ォ
ン
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

（
48
）  
第
一
八
七
条
【
汽
車
な
ど
の
転
覆
等
】
人
が
現
存
す
る
汽
車
、
電
車
、
自
動
車
、
船
舶
又
は
航
空
機
を
転
覆
、
埋
没
、
墜
落
、
又
は
破
壊
し
た

者
は
、
無
期
又
は
三
年
以
上
の
懲
役
に
処
す
る
。

（
49
）  
学
説
で
は
共
同
の
目
標
に
関
し
て
「
判
例
は
、
共
同
目
標
の
内
容
を
最
初
か
ら
当
該
行
為
の
き
っ
か
け
に
な
っ
た
客
観
的
目
標
に
ポ
イ
ン
ト
を

当
て
る
。
こ
の
よ
う
に
説
明
す
る
と
、
成
功
に
対
す
る
各
共
同
加
担
者
ら
の
意
思
連
絡
は

―
失
敗
す
る
こ
と
を
目
標
と
し
建
築
す
る
人
は
い
な

い
た
め
、
す
べ
て
の
人
が
目
標
達
成
に
成
功
す
る
こ
と
を
求
め
る
の
で
あ
る
か
ら

―
特
別
な
問
題
な
く
容
易
に
肯
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
」
と

指
摘
す
る
。
김
유
근
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
の
構
造
的
問
題
点
」
法
学
論
総
二
六
巻
三
号
（
二
〇
〇
九
）
一
六
一
頁
。
同
様
の
見
解
と
し
て
、
허

일
태
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
に
対
す
る
大
法
院
判
例
変
遷
」
東
亜
法
学
二
五
巻
（
一
九
九
九
）
一
九
五
―
一
九
六
頁
も
参
照
。

（
50
）  

も
し
、
判
例
が
認
め
る
「
意
思
の
連
絡
」
が
単
な
る
「
事
実
行
為
」
に
過
ぎ
な
い
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
意
味
で
の
「
意
思
連
絡
」
は
、
過
失
共

同
正
犯
を
根
拠
づ
け
る
こ
と
に
と
っ
て
は
意
味
の
な
い
メ
ル
ク
マ
ー
ル
で
あ
る
。

（
51
）  

聖
水
大
橋
崩
壊
事
故
の
判
決
文
で
は
、「
橋
梁
が
、
そ
の
寿
命
を
保
つ
た
め
に
は
、
建
設
業
者
の
完
璧
な
施
工
、
監
督
公
務
員
ら
の
徹
底
的
な

製
作
・
施
工
上
の
監
督
及
び
、
維
持
・
管
理
を
担
当
公
務
員
ら
の
徹
底
的
な
維
持
・
管
理
と
い
う
条
件
が
満
た
さ
れ
る
必
要
が
あ
る
。
そ
こ
で
、

上
記
の
各
段
階
で
の
過
失
、
そ
れ
だ
け
で
は
崩
壊
の
原
因
に
な
ら
な
い
と
し
て
も
、
そ
れ
ら
が
合
わ
さ
れ
ば
、
橋
梁
が
崩
壊
す
る
こ
と
は
容
易
に

予
想
で
き
る
」
と
述
べ
て
い
る
が
、
こ
の
よ
う
な
考
え
に
基
づ
い
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
建
設
中
の
建
物
の
鉄
筋
が
足
り
な

い
こ
と
を
認
識
し
な
が
ら
「
こ
の
ぐ
ら
い
の
鉄
筋
不
足
で
は
建
物
が
崩
壊
し
な
い
」
と
考
え
る
こ
と
は
想
定
し
難
い
で
あ
ろ
う
。

（
52
）  

但
し
、
建
物
の
崩
壊
事
件
の
よ
う
に
、
行
為
者
間
の
過
失
行
為
に
時
間
的
な
差
が
あ
る
場
合
に
も
そ
の
よ
う
な
認
識
が
認
め
ら
れ
る
の
か
が
問

題
と
成
り
得
る
。
こ
れ
に
対
し
て
は
、「
故
意
共
同
正
犯
に
お
い
て
も
各
行
為
者
間
に
他
人
と
全
体
結
果
に
お
い
て
相
互
不
可
分
的
な
行
為
を
す

る
と
い
う
認
識
、
す
な
わ
ち
、
相
互
意
思
連
絡
が
異
な
る
段
階
に
行
為
す
る
者
の
間
に
十
分
存
在
し
得
る
こ
と
に
鑑
み
る
と
、
過
失
共
同
正
犯
の

み
『
同
時
性
』
を
求
め
る
必
要
は
な
い
」
と
説
明
す
る
見
解
が
あ
る
。
안
성
조
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
刑
事
法
研
究
第
一
九
巻
三
号
（
二
〇
〇

七
）
六
〇
六
頁
。
同
様
の
見
解
と
し
て
は
、
이
용
식
「
過
失
犯
の
共
同
正
犯
」
刑
事
判
例
研
究
第
七
巻
（
一
九
九
八
）
一
〇
七
頁
以
下
。
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学
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